
	 

2013 年 6 月 24 日	 

お客様各位	 

株式会社エコ配	 

	 

規約改正に関するお知らせ	 

	 

2013 年 6 月 7 日にお知らせいたしました「配送料金改定と少額請求手数料廃止のお知らせ」

にあわせて当社は、本年 7 月 1 日より、下記の通り、エコ配(全国版)利用規約の一部改正を	 

行いますので、お知らせいたします。	 

	 

	 

記	 

 
	 

１．変更の理由	 

	 少額請求手数料の廃止および配送エリアの一部変更に対応するため。	 

	 

	 

２．変更の内容	 

	 別紙のとおり。	 

	 

	 

３．日程	 

	 2013 年 7 月 1 日集荷分より	 

	 

	 

以上	 

	 

	 

	 

	 

【本件に関するお問合せ】	 

株式会社エコ配コールセンター：050-3116-2280（平日	 10 時～17 時）	 

	 

	 



別	 紙	 

	 

	 

（下線は変更部分であります）	 

変更前	 変更後	 

第２条	 エコ配（全国版）サービスの内容	 

	 

（１）〜（２）	 （条文省略）	 

	 

（３）（条文省略）	 

大阪府大阪市・池田市・茨木市・門真市・吹

田市・摂津市・大東市・高槻市・豊中市・寝

屋川市・東大阪市・枚方市・松原市・箕面市・

守口市・八尾市・堺市・高石市	 

	 

（４）〜（５）	 （条文省略）	 

	 

第７条	 運賃等について	 

	 

（１）〜（３）	 （条文省略）	 

	 

（４）請求書記載の合計金額（税込）が

10,500 円を下回る場合、お客様は、小額請求

にかかる手数料として 210 円（税込）を当社

に支払うこととし、前記の運賃等とともに	 

支払うこととします。	 

	 

（５）	 （条文省略）	 

	 

第 2 条	 エコ配（全国版）サービスの内容	 

	 

（１）〜（２）	 （現行とおり）	 

	 

（３）（現行とおり）	 

大阪府大阪市・池田市・茨木市・門真市・吹

田市・摂津市・大東市・高槻市・豊中市・寝

屋川市・東大阪市・枚方市・松原市・箕面市・

守口市・八尾市・堺市	 

	 

（４）〜（５）	 （現行とおり）	 

	 

第７条	 運賃等について	 

	 

（１）〜（３）	 （現行とおり）	 

	 

（４）文章全て削除し、(５)の内容を	 

（４）とする。	 

	 

	 

	 




